


5. 受審資格

6. 申込方法

7. 審 査 料

8. 登録料

9. 個人情報

保護法へ

の対応

10. そ の他

工 解答上の注意事項

（ア）設問と異なる解答をした場合には、 不合格とするので十分注意する

こと。

（イ）参考書の丸写しでなく、 自分の意見も述べること。

オ 解答の提出

解答は予め作成のうえ、 実技審査合格者のみ日本剣道形審査前に各会場

の係員に提出する。

カ 五段受審者の学科特例措置について
社会体育指導員剣道初級の認定を受けた者は、 当該認定をもって学科合格

に替えるものとするので、 認定証のコピーを必ず申込書に添付すること。

(1)東京都剣道連盟の会員であること。

(2)四段受審者は、 平成29年4月末日以前に三段を取得した者。

(3)五段受審者は、 平成28年4月末日以前に四段を取得した者。

(4)日本剣道形・学科再受審者。

(1)加盟団体ごとに審査料を添え一括申込むこと。
(2)所定申込用紙に四段の部（男子・女子）•五段の部（男子 ・ 女子）と分け所定

事項を正確に記載し、 大学生は学年も記入すること。 なお、 日本剣道形・学科

再受審者は再受審申込用紙に記載すること。

(3)日本剣道形・学科再受審者は、 再受審証明書を添付すること。

(4)五段受審者の学科特例措置を受ける者は、 社会体育指導員剣道初級認定証の
コヒ

°
ーを添付すること。

5)申込期日は令和２年９月５日（土）必着とする。

6)申込先は杉並区剣道連盟とする。　〒168-0073　杉並区下高井戸1-3-14

sugikenren@suginami-kendo.com 　　　ハイムＭＹＭ201 fax 6304-7423

(1)四段は ８，０００円

(2)五段は ９，５００円

(3)日本剣道形・学科再受審者は ２，５００円

実技 ・ 日本剣道形および学科に合格した者は、 後日加盟団体へ登録料を納入する

こと。 （消費税含む）
(1) 四段は 15,714 円（全剣連分 6,600 円、 東剣連分 9,114 円）

高齢者 (70 歳以上 ）は、 10,476 円（全剣連分 3,300 円、 東剣連分 7,176 円）

(2)五段は 20,952 円（全剣連分 9,900 円、 東剣連分 11,052 円）

高齢者 (70 歳以上）は、 15,714 円（全剣連分 4,950 円、 東剣連分 10,764 円）

申込書に記載される個人情報（所属団体名、 漢字氏名、 カナ氏名、 生年月日、 年

齢、 段位、 職業等）は全日本剣道連盟および東京都剣道連盟が実施する本審査会

運営のために利用する。 なお、 所属団体名、 氏名、 年齢等の最小限の個人情報は

必要の都度、 目的に合わせ公表媒体(HP、 掲示用紙、 東京剣連だより等）に公

表することがある。

(1)剣道着・袴の色は、 紺もしくは黒または白を使用すること。

(2)実技審査において、着装等の悪い受審者は減点されることがありますのでご注

意下さい。 （例 面紐の長さ、 小手の紐、 鍔の位置等）

(3)主催者は、 審査中の事故に対し（審査会場への往復途上を含む）、 傷害保険に

加入する。 なお、 審査実施中、 傷害発生の場合は、 医師または看護師により応

急処置を講じ、 病院等で治療を受けられるよう手配する。 この場合の治療費は

本人が負担する。

(4)受審者は、 各加盟団体に、 本人の申込み受理の確認を審査会前日までに行い、

参加すること。

(5)日本剣道形 ・ 学科再受審の受付時間は、 申込締切後、 所属団体を通じてご連絡

致します。

(6)日本剣道形・学科審査不合格者は、 令和3年4月までの間に1回限り再受審が

認められます。 （日本剣道形を受審しない者の再受審は認めない）なお、 それ

以降の再受審は無効となりますので、 ご留意下さい。




	剣道四・五段審査会要項１
	剣道四・五段審査会要項２
	剣道四・五段審査会要項３

